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予算決算委員会文教厚生分科会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和４年６月１７日（金）

午後１時２３分開会、午後１時２９分閉会

場 所 第１委員会室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）付託された議案の審査

①議案第４３号 令和４年度土浦市一般会計補正予算（第４回）～第１表歳入歳出

予算補正歳出中第３款(民生費)、第９款(教育費)、第２表債務負担行為補正

４ 閉 会

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 下村 壽郎

副委員長 奥谷 崇

委 員 目黒 英一

委 員 矢口 勝雄

委 員 塚原 圭二

委 員 鈴木 一彦

委 員 福田 一夫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 田子 優奈

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（１１名）

教育長 入野 浩美

教育部長 望月 亮一

参事 菊地 正和

スポーツ振興課 大橋 博

保健福祉部長 塚本 哲生

社会福祉課長 福原 守
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障害福祉課長 小池 政幸

高齢福祉課長 塚本 浩幸

健康増進課長 水田 和広

こども未来部長 加藤 史子

保育課長 野中 佑起男

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 鈴木 優大

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○下村委員長 ただ今から予算決算委員会文教厚生分科会を開会いたします。それでは、

協議事項（１）付託された議案の審査に入ります。資料は、本会議、令和４年、第２回定

例会、事前配付資料、議案第３９号～４７号を準備してください。議案第４３号 令和

４年度土浦市一般会計補正予算（第４回）～第１表歳入歳出予算補正歳出中第３款(民生

費)、第９款(教育費)、第２表債務負担行為補正について執行部より順次説明願います。

○塚本高齢福祉課長 議案書２８ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福

祉費、５目老人福祉費の１８節負担金補助及び交付金です。本補助金につきましては、

昨年度に事業者から要望がございまして、茨城県に手続を進めておりました、令和４年

度茨城県地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等の整備に関する事業）補助金につ

いて、本年５月９日付で補助対象となる内示がありましたことから，今回増額補正をお

願いするものです。内容につきましては、真鍋新町地内で、社会医療法人若竹会が整備

中の介護医療院について、開設時から安定した質の高いサービスを提供する体制整備を

図るため、開設準備に要する経費として、８，０５４万４，０００円を補助するもので

ございます。なお、財源につきましては、全額茨城県からの補助金となります。説明は

以上でございます。

○福原社会福祉課長 つづきまして、１０目非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付

事業でございます。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に

直面した方々に対し、生活暮らしの支援を行う観点から、令和３年度に引き続き、新た

に令和４年度非課税世帯等に対しまして、１世帯当たり１０万円を支給するもので、全

額国の補助となります。まず、１０節需用費につきましては、事務消耗品費でございま

す。１１節役務費は、通信運搬費及び手数料で、申請書等の郵便料並びに給付金の口座

振込手数料でございます。１２節委託料は、人材派遣委託料及び電算業務委託料でござ

います。１３節使用料及び賃借料は、複写機使用料でございます。１８節負担金補助及
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び交付金は、対象２，０００世帯の給付金の支給原資でございます。説明は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。

○大橋スポーツ振興課長 議案書３０ページをお願いいたします。９款教育費、３目体

育施設費は、水郷プールの親子招待券配付事業に伴いまして、１１節役務費は９７万７，

０００円の郵送料、１２節は招待券の作成委託料１３４万９，０００円の計上でござい

ます。以上でございます。

○野中保育課長 議案書の２３ページに戻っていただければと思います。第２表債務負

担行為補正の追加になります。事項は、保育所給付システム運用保守業務委託料。 期間

は、令和５年度から令和８年度まで。限度額が１，３６５万６，０００円になります。保

育所給付システムについては、保育給付費に係る算定、支払、精算などの事務負担の軽

減を目的に令和４年度から導入するものでございます。システム業者の選定については、

公募型のプロポーザルを予定しており、令和８年度までの運用保守を含めた価格を選定

基準とするため、債務負担行為の設定をお願いするものです。説明は以上です。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○福田委員 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業、以前いただいた資料で住

民税非課税世帯約２，０００世帯ということで、そのほかの家計急変世帯５００世帯と

いうのもあるのですが、この家計急変世帯の財源はどうなっているのでしょうか。

○福原社会福祉課長 家計急変世帯５００世帯についての原資でございますが、こちら

は、令和３年度の原資がございまして、その分を令和４年度に繰越ししている金額がご

ざいますので、そちらを原資に充てております。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 それでは、賛否を確認いたします。この議案第４３号について賛成とす

る方は挙手を願います。

（賛成６名）

○下村委員長 賛成多数であります。以上で、予算決算委員会文教厚生分科会を閉会し

ます。


